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平成２８年度第７回 神石高原町農業委員会 議事録 

 

《開催日時》     平成２８年１０月２８日（金）午後１時３０分～  

 

《場  所》     三和公民館 １階 会議室 

 

《付議事項》 

           議案第1号 神石高原町農業振興地域整備計画の変更について 

議案第2号 農用地利用集積計画（第40号）について 

           議案第3号 農用地利用配分計画原案の内容確認及び意見聴取につい 

                て 

           議案第4号 農地利用状況調査による非農地承認について 

           議案第5号 農地法第3条による許可申請について 

           議案第6号 農地法第4条による許可申請について 

           議案第7号 農地法第5条による許可申請について 

            

 

《出 席 者》    １番 福島 道正   ２番 槌原 敬司   ３番 若林 宏明 

          ４番 伊勢村 正治             ６番 矢田貝 幹輝子 

          ７番 日下 文    ８番 梶尾 英志   ９番 小川 玲子 

         １０番 小田 千寿香 １１番 徳本 敬吉      

         １３番 立原 孝生  １４番 横儀 秋弘            

         １６番 橋本 進吾  １７番 向  靖弘  １８番 村上 積水 

         １９番 赤木 健二  ２０番 塚本 尚夫  ２１番 正木 正二 

         ２２番 池田 正敬  ２３番 川上  進  ２４番 伊勢村 春行 

                               ２７番 佐伯 知省 

 

           事務局長 松本 真典 

           主任   堀井  徹 

 

           遅刻 なし 

 

《欠 席 者》    ５番 藤井 ヨシ子 １２番 圓道 タミ子  １５番 光末 幸司 

         ２５番 大谷 省五  ２６番 小林 文雄 

             

 

《開  会》    午後１時３０分                
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松本事務局長    それでは定刻となりましたので，ただいまから平成２８年度第７回神石

高原町農業委員会総会を開会いたしたいと思います。 

 初めに，会長よりご挨拶をいただきます。 

 

《挨  拶》 

佐伯会長      （挨拶） 

 

《欠席者の報告及 

び総会の成立》 

松本事務局長    ありがとうございました。 

 それでは，続きまして本日の欠席者の報告をいたします。 

 本日の欠席者は，５番藤井ヨシ子委員，１２番圓道タミ子委員，１５番

光末幸司委員，２５番大谷省五委員，２６番小林文雄委員，以上の５名で

ございます。したがいまして，農業委員会等に関する法律第２１条第３項

の規定により，在任委員数２７名中，本日の出席者は２２名でありますの

で過半数を超えております。総会が成立することをご報告申し上げます。 

 なお，これからの議事の進行につきましては，会議規則第３条の規定に

よりまして会長にお願いをいたします。 

 

《議事録署名委員 

の指名》 

佐伯会長（議長）  それでは，次第に基づきまして進めさせていただきます。 

 まず，本日の議事録署名委員の指名をさせていただきます。 

 ２０番の塚本委員と２１番の正木両委員さんにお願いいたします。 

 

《議事》 

《議案第１号》 

佐伯会長（議長）  それでは，議事に入ります。 

 議案第１号「神石高原町農業振興地域整備計画の変更について」を議題

といたします。 

 説明をお願いいたします。 

 

松本事務局長    （事務局説明） 

 

佐伯会長（議長）  ありがとうございました。 

 説明が終わりました。皆様のほうからご意見，ご質問ございましたらお

願いをいたします。 

 ございませんか。 
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 ないようでございますので，採決に移らせていただきます。 

 議案第１号「神石高原町農業振興地域整備計画の変更について」，原案

どおり賛成の方の挙手をお願いいたします。 

 

          （全員賛成） 

 

佐伯会長（議長）  ありがとうございました。 

 挙手全員でございますので，振興計画の変更については異議なき旨回答

をさせていただきます。 

 

《議案第２号》 

佐伯会長（議長）  続きまして，議案第２号「農用地利用集積計画について」を議題といた

します。 

 説明をお願いいたします。 

 

松本事務局長    （事務局説明） 

 

佐伯会長（議長）  ありがとうございました。 

 説明が終わりました。ご意見，ご質問がございましたらお願いをいたし

ます。 

 ございませんか。 

 ないようでございますので，採決に移らせていただきます。 

 議案第２号「平成２８年度農用地利用集積計画について」，異議なき旨

回答することに賛成の方の挙手をお願いいたします。 

 

          （全員賛成） 

 

佐伯会長（議長）  ありがとうございました。 

 挙手全員でございますので，異議なき旨回答をさせていただきます。 

 

《議案第３号》 

佐伯会長（議長）  続きまして，議案第３号「農用地利用配分計画原案の内容確認及び意見

聴取について」を議題といたします。 

 説明をお願いいたします。 

 

松本事務局長    （事務局説明） 

 

佐伯会長（議長）  ありがとうございました。 
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 説明が終わりました。ご意見，ご質問がございましたらお願いをいたし

ます。 

 

伊勢村正治委員   伊勢村です。賃借料のところでお伺いしますが，農林振興財団へ一応一

度貸し付けてからこの場合はヴィレッジホーム光末へ貸してあるんです

が，賃借料がまちまちな気がするのですが，農林振興財団へ貸すときに

は、もう既に貸し手が決まった中でするので，このようになるのかと思っ

ていましたが，振興財団がある一定の、１反は、例えば５，０００円です

よとかそういう形で話をして借り受けているのかと思っていましたが，そ

うではないのですか。 

 

佐伯会長（議長）  原則的には現物でなく現金による賃借料にはしておりますが，最終的に

は相対で話をしてもらっていいこととなっています。ですから，財団のほ

うで賃借料の基準というようなものは全く持っていません。あくまで相対

の話し合いで貸し借りをやってくださいということです。だから，借りる

人によって皆条件が違うこととなると思われます。これについては、財団

側は何ら異論ないとのことです。 

 

佐伯会長（議長）  ほかにございませんか。 

 ないようでございますので，採決に移らせていただきます。 

 議案第３号「農用地利用配分計画原案の内容確認及び意見聴取につい

て」，異議なき旨回答をすることに賛成の方の挙手をお願いいたします。 

 

          （全員賛成） 

 

佐伯会長（議長）  ありがとうございました。 

 挙手全員でございますので，異議なき旨回答をさせていただきます。 

 

《議案第４号》 

佐伯会長（議長）  続きまして，議案第４号「農地利用状況調査による非農地承認につい

て」を議題といたします。 

 説明をお願いいたします。 

 

松本事務局長    （事務局説明） 

         ８－１  亀 石 ４件 村上  浩 現況山林   B判定 

            （中略） 

            ８－６１ 亀 石 ４件 入江 不可止 現況山林  Ｂ判定 
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佐伯会長（議長）  ありがとうございました。 

 説明が終わりました。ご意見，ご質問がございましたらお願いいたしま

す。 

 よろしいですか。 

 

 ないようでございましたら，採決に移らせていただきます。 

 議案第４号「農地利用状況調査による非農地承認について」，原案どお

り賛成の方の挙手をお願いいたします。 

 

          （全員賛成） 

 

佐伯会長（議長）  ありがとうございました。 

 挙手全員でございますので，承認いたします。 

 

《議案第５号》 

佐伯会長（議長）  続きまして，議案第５号「農地法第３条による許可申請について」を議

題といたします。説明をお願いいたします。 

 

松本事務局長    （事務局説明） 

          農地等の所有権移転許可申請承認について 

３－２２ 上  １件 大田
おおた

 益二
ますじ

 東 谷
ひがしたに

 千恵子
ち え こ

 （小川 玲子 委員） 

 

佐伯会長（議長）  ありがとうございました。 

 担当委員さんによる現地調査のお願いをしております。調査結果の報告

をお願いいたします。 

 

小川玲子委員    ９番小川玲子です。 

 この現地は，農業委員光末委員と２人で，当日大田さんの都合が悪かっ

たので，２人で確認いたしました。 

 場所は，ここから上下方面へ行きまして，ちょうどスーパーチューリッ

プの裏側の山手に上がるところにあります。この土地は，写真のほうの１

０１ページを見てもらうとよくわかると思いますけど，赤みがかかってい

るところの下にグレーの屋根の家が見えますけど，この家が大田益二さん

宅です。この東谷さんという方は，この地域に住んでおられてお嫁に行か

れましたけど，ご両親が亡くなられたので，最近は頻繁に帰られて家のほ

うで農業されているらしいですけど，これほど大きなことはできないとい

うことで、大田益二さんが家のそばでもあるので管理するということでし
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た。何ら問題ないと思います。 

 

佐伯会長（議長）  ありがとうございました。 

 農地法第３条による報告をいただきました。 

 ご意見，ご質問ございましたらお願いいたします。 

 ございませんか。 

 ないようでございますので，採決に移らせていただきます。 

 議案第５号「農地法第３条の規定による農地等の所有権移転申請につい

て」，申請どおり許可することに賛成の方の挙手をお願いいたします。 

 

          （全員賛成） 

 

佐伯会長（議長）  ありがとうございました。 

 挙手全員でございますので，申請どおり許可することといたします。 

 

《議案第６号》 

佐伯会長（議長）  続きまして，議案第６号「農地法第４条による許可申請について」を議

題といたします。 

 

松本事務局長    （事務局説明） 

          ４－５ 小畠 １件 池上
いけがみ

 義
よし

昭
あき

 （若 林
わかばやし

 宏明
ひろあき

 委員） 

           ４－６ 時安 １件 馬屋
うまや

原
はら

 康弘
やすひろ

 （ 向
むかい

 靖
やす

弘
ひろ

 委員） 

 

佐伯会長（議長）  ありがとうございました。 

 担当委員さんによる現地調査をお願いいたしております。池上さんの案

件からご報告をお願いいたします。 

 

若林宏明委員    ３番若林です。 

 この案件につきましては，１８日に福島委員さんと，それからこの太陽

光パネルの施工者であります広瀬建設の松井泰二さん、この３名で現地の

確認をさせていただきました。 

 現地は，ここから東へ向けて約１キロ行ったとこでありますが，ヤンマ

ーアグリジャパン三和支店がありますけども，その１５０ｍ手前の東側の

ところであります。 

 昨年７月にこの畑のちょっと隣を申請されまして，今年春に施工されて

おります。ということで，農地としても生産力の低い土地であって、その



 

- 7 - 

他の２種とみなされておると思いますので，何ら問題はないかと思いま

す。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

佐伯会長（議長）  ありがとうございました。 

 続きまして，馬屋原さんの案件お願いいたします。 

 

向 靖弘委員    １７番向靖弘でございます。 

 先日１９日の日に、申請者の馬屋原康弘さん，そして立原委員と私で現

地の確認調査をさせていただきました。 

 場所は，時安地区の東の端のほうに位置するところでございますが，町

道時安線のちょうど上にある場所でございます。写真つづりで言うと３ペ

ージになりますが，３ページの上の写真，左側にスロープ，右側に離れが

あって，そのあたり、五、六年前は母屋があったんですが，火災で全焼い

たしまして，今は井関のほうに住まわれておりまして，通いながら農地の

維持管理をされております。このもとにあった母屋のすぐ前の畑になるわ

けですが，なかなかこれの管理が難しいということで，今回太陽光を設置

したいという申請でございまして，周りに関しましても影響はないという

ふうに見させていただきました。問題はないものと思っております。よろ

しくお願いします。 

 

佐伯会長（議長）  ありがとうございました。 

 ４条申請の説明が終わりました。ご意見，ご質問ございましたらお願い

をいたします。 

 ございませんか。 

 ないようでございますので，採決に移らせていただきます。 

 議案第６号「農地法第４条の規定による農地等の転用許可申請につい

て」，申請どおり許可することに賛成の方の挙手をお願いいたします。 

 

          （全員賛成） 

 

佐伯会長（議長）  ありがとうございました。 

 挙手全員でございます。申請どおり許可することといたします。 

 

《議案第７号》 

佐伯会長（議長）  続きまして，議案第７号「農地法第５条による許可申請について」を議

題といたします。 

 説明をお願いいたします。 
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松本事務局長    （事務局説明） 

          農地等の使用貸借権設定許可申請承認について 

          ５－１２ 階見 １件 藤岡
ふじおか

 美紀
み き

  藤岡
ふじおか

 良
よし

治
はる

 （佐伯
さえき

 知省
ともよし

 会長） 

農地等の賃貸借権設定許可申請承認について 

          ５－１３ 木津和 １件 上川
かみかわ

 暁人
あきと

  片山
かたやま

 秀
ひで

章
あき

（梶尾
かじお

 英
ひで

志
し

 委員） 

          ５－１４ 木津和 １件 上川
かみかわ

 暁人
あきと

  片山
かたやま

 秀
ひで

章
あき

（梶尾
かじお

 英
ひで

志
し

 委員） 

 

佐伯会長（議長）  ありがとうございました。 

 担当委員さんによる現地確認をお願いいたしております。結果報告をお

願いいたします。 

 まず，藤岡さんの案件，これは私の担当でございますので，ご報告をさ

せていただきます。 

 １０月１５日、槌原委員とともに現地の確認をいたしました。 

 現地は，さんわ総合センターから約２００ｍ西側へ寄った地域でござい

ます。藤岡美紀さんは藤岡良治さんの娘さんで，今回太陽光発電を設置す

るということでございますが，現在この畑については耕作をされておりま

せん。草が生えて、管理はされておるわけでございますが，耕作は長年さ

れたような形跡がございませんでした。周辺につきましては，南側が道

路、北側には畑がございますが，それも耕作をされている畑ではございま

せん。ここに設置をいたしましても周辺の家の影響はないというふうに判

断をさせていただきました。よろしくお願いをいたします。 

 続きまして，上川さんの案件，お願いをいたします。 

 

梶尾英志委員    ８番梶尾です。 

 １０月１９日に，農業委員は塚本委員さんと私と２人で行きまして，代

理人の広瀬建設さんの松井さんも来ていただきまして現地調査行いまし

た。 

 場所は，県道新市七曲西城線を高蓋方面から神石方向へ行きますと丸山

運送がございますが，それの手前２００ｍのところを左に上がったところ

でございます。 

 この上川さんは片山さんと親戚関係になるそうでございます。それで，

代理人の松井さんとお話をいろいろさせていただきました。この申請地の

隣接農地はほとんど作付されておりません。周りの農地へは何ら影響はな

いかというふうに判断をいたしました。どうか審議のほうよろしくお願い

します。 
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佐伯会長（議長）  ありがとうございました。 

 農地法第５条の規定によります調査結果について報告をいただきまし

た。 

 ご意見，ご質問ございましたらお願いいたします。 

 

 ないようでございますので，議案第７号「農地法第５条の規定よる農地

等の使用賃貸借権設定許可申請について」，申請どおり許可することに賛

成の方の挙手をお願いいたします。 

 

          （全員賛成） 

 

佐伯会長（議長）  ありがとうございました。 

 挙手全員でございますので，申請どおり許可することといたします。 

 以上で本日の議題は終了いたしました。 

 

《閉  会》     


